
○尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則

平成15年12月12日

規則第61号

(この規則の趣旨)

第1条　この規則は、尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(平成15年尼崎市条例第33号。以下「条

例」という。)第7条から第9条まで、第10条第1項、第11条、第13条第2項、第16条第1項、第20条及び第21条の規

定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則74・一部改正)

(保管の届出)

第2条　条例第7条第1項の規定による届出は、産業廃棄物保管届出書(第1号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて

行わなければならない。

(1)　届出者の住民票の写し(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書)

(2)　産業廃棄物の保管を行う土地及びその付近の見取図

(3)　産業廃棄物の保管を行う土地の登記事項証明書

(4)　産業廃棄物の保管を行う土地について、届出者が使用権原を有することを証する書類

(5)　産業廃棄物の保管の状況を示す配置図及び断面図

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2　条例第7条第2項第4号の規則で定める場合は、生活環境を保全し、及び市民の生活の安全を確保するための措置

がとられていると市長が認める施設の内部で保管を行う場合とする。

(平17規則1・平24規則65・一部改正)

(保管の変更の届出)

第3条　条例第8条第1項の規定による届出は、産業廃棄物保管変更届出書(第2号様式)に前条第1項各号に掲げる図

書のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。

2　条例第8条第2項の規定による届出は、産業廃棄物保管者氏名等変更届出書(第3号様式)に前条第1項各号に掲げ

る図書のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。

(保管の廃止の届出)

第4条　条例第9条の規定による届出は、産業廃棄物保管廃止届出書(第4号様式)により行わなければならない。

(運搬管理票)

第5条　条例第10条第1項に規定する運搬管理票の交付は、次により行うものとする。

(1)　搬入に係る産業廃棄物を排出した事業場等又は搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場等が2以上であ

る場合にあっては、事業場等ごとに交付すること。

(2)　産業廃棄物の種類及び数量が運搬管理票に記載された事項と相違がないことを確認のうえ、交付するこ

と。

2　前項の運搬管理票は、第5号様式によるものとする。

3　条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　運搬管理票を交付する年月日

(2)　運搬管理票を交付する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表

者の氏名)

(3)　産業廃棄物の運搬に使用する車両の自動車登録番号又は車両番号

(4)　産業廃棄物の保管を行う土地の所在地

(搬入搬出管理簿)

第6条　条例第11条に規定する搬入搬出管理簿は、次の各号に掲げる事項を記録して作成しなければならない。

(1)　産業廃棄物の搬入又は搬出を行った日

(2)　産業廃棄物の種類ごとの搬入量、搬出量及び保管量

(3)　搬入に係る産業廃棄物を排出した事業場等の名称及び所在地

(4)　搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場等の名称及び所在地

2　前項の搬入搬出管理簿は、1事業年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(命令書の記載事項)

第7条　条例第13条第2項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりと

する。

(1)　講ずべき支障の除去等の措置の内容

(2)　命令の年月日及び履行期限

(3)　命令を行う理由

(建設資材廃棄物の引渡完了報告)

第8条　条例第16条第1項の規定による報告は、建設資材廃棄物引渡完了報告書(第6号様式)に、次に掲げるいずれ

かの書類を添えて行わなければならない。



(1)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第3項の規定に

よる送付を受けた当該建設資材廃棄物に係る産業廃棄物管理票の写し

(2)　当該建設資材廃棄物に係る法第12条の5第4項の規定による通知の内容を用紙に出力したもの

2　条例第16条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　解体工事(条例第16条第1項に規定する解体工事をいう。以下同じ。)の名称

(2)　解体工事の場所

(3)　解体した建築物等の構造

(4)　建築物の解体工事にあっては、当該解体工事に係る部分の床面積

(5)　注文者から直接請け負った者が行う解体工事にあっては、当該解体工事の請負代金

(6)　建設資材廃棄物の処理費用

(7)　建設資材廃棄物の引渡しが完了した年月日

(8)　建設資材廃棄物の種類ごとの搬出先の事業場の名称及び所在地並びに引渡量

(平19規則74・追加、平23規則16・一部改正)

(身分を示す証明書)

第9条　条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。

(平19規則74・旧第8条繰下・一部改正)

(公表)

第10条　条例第20条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　命令等に係る産業廃棄物の保管の概要

(2)　命令等を行った理由

(平19規則74・旧第9条繰下・一部改正)

(施行の細目)

第11条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平19規則74・旧第10条繰下)

付　則

この規則は、平成15年12月15日から施行する。

付　則(平成17年3月4日規則第1号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行前に交付された不動産登記法(平成16年法律第123号)による改正前の不動産登記法(以下「改正

前の不動産登記法」という。)第21条第1項に規定する登記簿の謄本若しくは抄本又は不動産登記法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法(以下「改正前の

商業登記法」という。)第11条第1項に規定する登記簿の謄本若しくは抄本は、この規則による改正後の規則の規

定の適用については、これらを登記事項証明書とみなす。不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効

力を有することとされる改正前の不動産登記法第21条第1項に規定する登記簿の謄本若しくは抄本又は不動産登

記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる

改正前の商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本若しくは抄本も、同様とする。

付　則(平成19年12月14日規則第74号)

この規則は、平成19年12月15日から施行する。

付　則(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付　則(平成24年7月6日規則第65号)

(施行期日)

1　この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に従前の様式により作成されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ使用す

ることができる。
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(平19規則74・追加)



第7号様式

(平19規則74・旧第6号様式繰下・一部改正)




